
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号 

 
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
令
和
六
年
六
月
十
八
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

土
地
利
用
基
本
計
画
書
の
変
更 

 

別
紙
の
と
お
り 

 
 



別紙 

埼玉県土地利用基本計画書 

埼玉県土地利用基本計画策定の趣旨 

埼玉県土地利用基本計画（以下「土地利用基本計画」という。）は、国土利用計画法（昭和 49

年法律第 92号）第９条の規定に基づき、埼玉県の区域において、適正かつ合理的な県土利用を図

るため、第六次国土利用計画（全国計画）及び第５次埼玉県国土利用計画を基本として策定した

ものである。 

この土地利用基本計画は、土地利用の基本方向や調整方針などを示すもので、国土利用計画法

に基づく土地取引の規制及び遊休土地に関する措置、土地利用に関する他の諸法律に基づく開発

行為の規制その他の措置を実施するに当たって基本となるものである。 

具体的には、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）、農業振興地域の整備に関する法律（昭和

44年法律第 58号）、森林法（昭和 26年法律第 249号）、自然公園法（昭和 32年法律第 161号）

及び自然環境保全法（昭和 47年法律第 85号）（以下「個別規制法」と総称する。）に基づく諸

計画に対する上位計画として、総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、

開発行為等については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たすものであ

る。 

また、土地利用基本計画は、埼玉県における県政運営の基本となる埼玉県５か年計画との整合

を図り、第５次埼玉県国土利用計画と相まって、埼玉県が目指す将来像を実現するための県土利

用に関する規準として運用するものである。 

第１ 土地利用の基本方向 

１ 県土利用の現状及び課題 

（１）人口減少と社会経済状況の変化 

本県の人口は少子化の進展などにより、令和２年以降に減少に転じた一方、世帯数は単独

世帯の増加などにより、令和 12年頃まで増加するものと予測される。 

地域別では、都心に近く利便性の高い県南ゾーンにおいては、住宅地をはじめとする新た

な土地需要が見られ、人口は令和 12年頃まで、世帯数は第５次埼玉県国土利用計画の目標年

である令和 15年以降も増加する予測となっている。 

圏央道ゾーンや県北ゾーンにおいては、人口は既に減少に転じている一方、世帯数は令和

７年から令和 12年頃にかけてピークを迎える予測となっている。  

このように人口の地域的な偏在が進行しているが、人口減少が土地利用にもたらす影響と

して、都市部では未利用地や空き家の増加による防犯・防災上の問題や上下水道などの都市

施設の管理更新の問題、郊外では農林業の担い手減少による荒廃農地増加の問題や治山・治

水上の問題の発生が懸念される。 

  



    

             地域別人口及び世帯数の推移 

 

    

 

 

 

 

  

 

一方、本県は、首都圏の中心に位置し、高速道路や鉄道といった広域交通網の充実により、

産業適地としての立地優位性はますます高まっている。特に、圏央道及びこれに接続する高

速道路のインターチェンジ周辺や主要幹線道路沿線で、新たな工業用地などの需要が見込ま

れる。 

このような人口減少と社会経済状況の変化に対応するため、土地需要の調整や効率的利用

が必要である。   

（２）災害の激甚化・頻発化 

台風などによる時間雨量 50㎜を超える降雨の回数は、年々増加傾向にあり、排水施設の能

力を超える豪雨による河川の氾濫や街中での内水氾濫など大きな被害が発生している。 

また、日本は世界でも有数の地震大国であり、人口と資産が集中する首都圏での大地震発

生も懸念される中で、安心・安全に対する県民の要請が高まっている。 

このため、被害を最小限にとどめる「減災」の観点から、災害リスクを低下させる土地利

用への誘導などの必要性が高まっている。 

（３）都市化の進展と気候変動・自然環境 

本県の可住地面積比率は県土の 68.5％（令和２年 10 月現在）と高く、首都圏において東

京都に隣接する地理特性などから都市化が進展し、農地や森林が減少している。 

また、地球温暖化等の気候変動や社会経済活動の拡大に伴い、良好な自然環境の喪失・劣

化とこれに伴う生物多様性の損失が続いており、暮らしを支える生態系ネットワークの形成

に大きな影響を及ぼしている。 

このような気候変動や自然環境の諸課題に対応するため、カーボンニュートラルやネイチ

ャーポジティブの考え方など、長期的な視点に立ち、人と自然が調和することを基本に、持

続可能な県土利用が必要である。 

２ 県土利用の基本方針 

本県の県土利用に当たっては、「第５次埼玉県国土利用計画」の第１の４に定める「県土利

用に関する基本方針」のとおり、埼玉版スーパー・シティプロジェクトなどに取り組むことに

より、ＳＤＧｓの基本理念に沿い、あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる

社会である「日本一暮らしやすい埼玉」の実現を目指す。 
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そして、「日本一暮らしやすい埼玉」の実現に向けて、「計画的かつ有効な県土利用」、「安心・

安全を実現する県土利用」及び「人と自然が調和し、持続可能な県土利用」の３つの項目を基

本方針とする。 

（１）計画的かつ有効な県土利用 

県土は、現在及び将来における県民のための限られた財産であることから、「計画的かつ有

効に県土利用を図ること」を基本とする。 

人口減少と社会経済状況の変化に伴い、開発圧力の低下により未利用地が増加していく一

方、空間的余裕を生み出す側面もあることから、従来型の土地利用規制だけではなく、土地

需要の調整や効率的利用など適正な土地利用への誘導策を講じていく。 

（２）安心・安全を実現する県土利用 

安心・安全を実現する県土利用の観点からは、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治

水をはじめ、災害に対する地域特性を踏まえ、「防災・減災」の視点に立った適正な土地利用

を進めていく。 

（３）人と自然が調和し、持続可能な県土利用 

人と自然が調和した持続可能な県土利用の観点からは、自然環境が有する多様な機能を活

用するグリーンインフラや生態系を活用した防災・減災（Ｅｃｏ－ＤＲＲ）の取組など、土地

の利用や管理を通じて生活環境と自然環境が調和する関係をつくり出すとともに、広域的な

生態系ネットワークを形成し、豊かな環境を将来の世代に引き継ぐ計画的な土地利用を進め

ていく。 

３ 土地利用の原則 

本県における土地利用は、「２ 県土利用の基本方針」に基づき、土地利用基本計画に図示

された都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、さら

には、これら五地域を個別規制法の土地利用規制に合わせて細分化した区分ごとに次の原則に

従って適正に行うものとする。 

五地域のいずれにも属さない地域においては、この地域の特性と周辺地域との関連性などを

考慮して、適正な土地利用を図る。 

なお、農地や森林などの自然的土地利用から住宅地や工業地などの都市的土地利用に転換し

た場合には、再度、自然的土地利用に転換することが困難となるため、県土の適正管理の観点

から、都市的土地利用への転換は慎重に行うものとする。 

また、ゴルフ場の新規立地は行わないこととする。 

 

 五地域区分の国土利用計画法上の定義と個別規制法に基づく運用上の定義の関係 

五地域 定 義 運用上の定義 

都市 
地域 

一体の都市として総合的に開
発し、整備し、及び保全する
必要がある地域 

都市計画法第５条第１項又は第２項により都市計
画区域として指定されている地域 

農業 
地域 

農用地として利用すべき土地
があり、総合的に農業の振興
を図る必要がある地域 

農業振興地域の整備に関する法律第６条第１項に
より農業振興地域として指定されている地域 



森林 
地域 

森林の土地として利用すべき
土地があり、林業の振興又は
森林の有する諸機能の維持増
進を図る必要がある地域 

森林法第２条第３項に規定する国有林の区域又は
同法第５条第１項に規定する地域森林計画の対象
となる民有林の区域として定められている地域 

自然 
公園 
地域 

優れた自然の風景地で、その
保護及び利用の増進を図る必
要がある地域 

自然公園法第２条第１号に規定する自然公園（国
立公園、国定公園及び都道府県立自然公園）とし
て指定されている地域 

自然 
保全 
地域 

良好な自然環境を形成してい
る地域で、その自然環境の保
全を図る必要がある地域 

自然環境保全法第 14条第１項に規定する原生自然
環境保全地域、同法第 22条第１項に規定する自然
環境保全地域又は同法第 45条第１項の規定により
都道府県条例において都道府県自然環境保全地域
として指定されている地域 

 

 五地域区分を個別規制法の土地利用規制に合わせて細分化した区分の定義 

五地域 細区分 細区分の定義 

都市 

地域 

市街化区域 都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域 

市街化調整区域 都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域 

非線引き都市 

計画区域 

市街化区域と市街化調整区域との区分が定められていない都市計画

区域 

農業 

地域 

農用地区域 
農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農

用地等として利用すべき土地の区域 

農用地区域以外 農用地区域以外の農業振興地域 

森林 

地域 

保安林 森林法第 25条第１項及び第 25条の２第２項に規定する森林 

保安林以外 
保安林以外の国有林の区域又は地域森林計画の対象となる民有林の

区域 

自然 

公園 

地域 

特別保護地区 自然公園法第 21条第１項に規定する指定区域 

特別地域 
自然公園法第 20条第１項及び埼玉県立自然公園条例（昭和 33年埼

玉県条例第 15号）第 12条第１項に規定する指定区域 

普通地域 
自然公園法第 33条第１項及び埼玉県立自然公園条例第 14条第１項

に規定する指定区域 

自然 

保全 

地域 

特別地区 
自然環境保全法第 25 条第１項及び埼玉県自然環境保全条例（昭和

49年埼玉県条例第４号）第 17条第１項に規定する指定区域 

普通地区 
自然環境保全法第 28条第１項及び埼玉県自然環境保全条例第 19条

第１項に規定する指定区域 

 

（１）都市地域 

都市地域は、良好な都市環境の確保及び形成を図るため、一体の都市として総合的に開発

し、整備し、及び保全する必要がある地域である。 

都市地域の土地利用については、人口減少・少子高齢化、災害の激甚化・頻発化、上下水

道をはじめとする都市施設の老朽化などの問題に対応するため、住宅や都市機能増進施設に

ついては、中心市街地や生活拠点などに誘導することを基本に、災害リスクが低く誰もが暮

らしやすいコンパクトで機能的な都市の形成に配慮しつつ、効率的な利用を図るものとする。 

また、工業・流通業務施設の新たな土地需要がある場合には、既存の工業地や未利用地な

どの再利用を優先する。農地や森林などの自然的土地利用からの転換については、慎重な配



慮の下で、基盤が整った良好な市街地を形成するため計画的に行うものとする。このため、

市街化調整区域に立地を誘導する場合は、市街化区域への編入を基本とし、非線引き都市計

画区域に立地を誘導する場合は、用途地域（都市計画法第８条第１項第１号による用途地域

をいう。以下同じ。）を定めることを基本とする。 

ア 市街化区域 

人口減少に対応した都市施設や交通体系の整備など集約型の市街地の形成、災害の激甚

化・頻発化に対応した都市施設等の整備や再配置を計画的に推進する。特に、未利用地に

ついては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 30年法律第 49号）

の活用などにより、防災倉庫やオープンスペース等の整備を推進する。 

農地、樹林地、水辺地等で、自然環境や良好な景観を形成し、貯留浸透機能等を有する

グリーンインフラとして都市の防災機能に不可欠なものについては、保全、回復、創造を

図る。 

イ 市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域であり、原則として農地をはじめ、樹林地、水辺地などの緑地

の保全、回復、創造を図る。 

ウ 非線引き都市計画区域 

用途地域が定められている区域については、市街化区域における土地利用に準じる。 

用途地域が定められていない区域については、原則として自然環境をはじめ、農地や森

林などの保全、回復、創造を図る。 

（２）農業地域 

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある

地域である。 

農業地域の土地利用については、農地が食料供給のための最も基礎的な土地資源であると

ともに、良好な生活環境や固有の自然環境を生み出し、県土の保全や保水機能を有するなど

多面的かつ重要な機能を持っていることから、農用地区域への編入を推進するとともに、そ

の保全を図る。 

また、担い手を確保して荒廃農地の発生防止と解消を進め、農地への復元を積極的に促進

するものとする。ただし、農地への復元が困難な場合には、地域の実情に応じて、適正な土

地利用を図る。 

ア 農用地区域 

農業生産の基盤として確保されるべき土地であることから、土地改良などの農業生産基

盤の整備を計画的に推進するとともに、原則として農業上の利用以外の土地利用は行わな

いものとする。 

イ 農用地区域以外の農業地域 

農用地区域以外の農業地域のうち、農業生産性の高い農地、集団的に存在している農地

又は農業に対する公共投資の対象となった農地については、原則として農業上の利用以外



の土地利用は行わないものとする。その他の農地についても、農用地区域と一体として農

業の振興を図る土地であるので、できる限り農業上の利用以外の土地利用は行わないもの

とする。農地以外の土地については、土地利用の現況に留意して、周辺の農地など農業上

の利用との調整を図りながら、農業上の利用以外の土地利用を認めるものとする。 

（３）森林地域 

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機

能の維持、増進を図る必要がある地域である。 

森林地域の土地利用については、森林が木材生産などの経済的機能を持つとともに、県土

の保全、水源涵
かん

養、二酸化炭素の吸収、保健休養、自然環境の保全などの公益的機能を通じ

て県民生活に大きく寄与していることから、必要な森林の保全や創造を図るとともに、森林

の有する諸機能が十分に発揮されるよう、その整備を図る。 

ア 保安林 

県土の保全、水源涵
かん

養、生活環境の保全などの諸機能の積極的な維持、発揮を図るべき

ものであることから、適正な管理を行うとともに、原則として森林地域以外の土地利用は

行わないものとする。 

なお、公益上の理由により森林地域以外の土地利用を行う場合でも、慎重な検討を行い、

また、必要な保安林については、新たに指定するものとする。  

イ 保安林以外の森林地域 

経済的機能や公益的機能の維持、発揮を図り、林地の保全に特に留意すべき森林をはじ

め、育成方法を特定されている森林、水源として高い機能を有する森林、適正に管理され

ている人工林又はこれに準ずる天然林など、機能の高い森林は、できる限り森林地域以外

の土地利用は行わないものとする。 

なお、森林地域以外の土地利用を行う場合には、周辺地域にある森林の長期的な維持、

管理と林業経営の安定に留意しながら、災害の発生、自然環境の悪化などの支障をきたさ

ないよう十分配慮するものとする。 

（４）自然公園地域 

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護と利用の増進を図る必要がある地域で

ある。 

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、その利用を

通じて県民の保健休養と自然とのふれあいの場としての利用に資するとともに、生物多様性

の確保等に必要な地域であることから、優れた自然環境を適正に保全し、その有効な利用を

図るものとする。 

ア 特別保護地区 

指定の趣旨に即して、景観の厳正な維持を図り、原則として自然公園地域以外の土地利

用は行わないものとする。 

イ 特別地域 



風致の維持を図るものであることから、原則として自然公園地域以外の土地利用は行わ

ないものとする。 

ウ 普通地域 

自然公園地域以外の土地利用を行う場合には、自然公園の利用と風景地の保護に支障を

きたすことのないよう十分配慮するものとする。 

（５）自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要

がある地域である。 

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康的で文化的な生活に欠くこと

のできないものであり、また、生物多様性の確保等に必要であることから、広く県民が、自

然の恵みを享受するとともに、将来の県民に、自然環境を継承することができるよう積極的

に保全を図るものとする。 

ア 特別地区 

指定の趣旨に即して、特定の自然環境の状況が損なわれないよう適正な保全を図るため、

原則として自然保全地域以外の土地利用は行わないものとする。 

イ 普通地区 

原則として自然保全地域以外の土地利用は行わないものとする。 

４ ゾーン別の土地利用の原則 

本県では、都心からの距離ごとに土地利用に関する課題に異なる傾向が見られる。このため、

地域の区分は、都心からの距離を基本とし、更に自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して、

埼玉県５か年計画と同様に県南ゾーン、圏央道ゾーン、県北ゾーンの３ゾーンとする。（下記

の表を参照） 

 

 埼玉県５ヶ年計画におけるゾーン区分 

 

（１）県南ゾーン 

県南ゾーンは、東京都心から概ね 10～30km圏にあり、東京の影響を受けやすく、早くから

都市化が進行した地域である。 

都市地域のうち、住宅や都市機能増進施設については、中心市街地や生活拠点などに高度

区分 市 町 村 名 

県南 
ゾーン 

さいたま市、川口市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、 
和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、吉川市、ふじみ野市、三芳町、松伏
町                              （16市２町） 

圏央道 
ゾーン 

川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、 
上尾市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、 
日高市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、 
吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、宮代町、杉戸町（20市 12町１村） 

県北 
ゾーン 

（県北地域）熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町（３市４
町） 
（秩父地域）秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町（１市４町） 



な業務集積、交流・文化集積を進めていく。また、人口密度が高いことを踏まえた大規模な

地震などに対する防災機能を向上させるとともに、防災上課題のある住宅密集地は、道路整

備や公園緑地などのオープンスペースの確保を進めるなど、改善を図る。工業・流通業務施

設の新たな土地需要に対しては、高速道路インターチェンジや主要幹線道路周辺に誘導する

ものとする。なお、誘導に当たっては、自然的土地利用への慎重な配慮の下で計画的に行う

ものとし、市街化調整区域にあっては市街化区域への編入を基本とする。 

農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域のうち、首都近郊の貴重な緑地空間

である見沼田圃や落ち葉堆肥農法を継続している三富地域など、優れた歴史的景観の保全の

必要がある地域については、原則として都市的土地利用への転換は行わないものとする。そ

の他の地域については、自然的土地利用への慎重な配慮の下で都市的土地利用への転換を認

めるものとする。 

 （２）圏央道ゾーン 

圏央道ゾーンは、東京都心から概ね 30～60km圏にあり、武蔵野の平地林などの緑豊かな自

然環境に恵まれており、都市と田園が共存しており、圏央道の整備による一層の発展が期待

される地域となっている。 

その一方で、荒廃農地が占める割合が相対的に高い地域もあり、その対策が課題となって

いる。 

都市地域のうち、住宅や都市機能増進施設については、人口及び世帯数の減少を踏まえて、

基本的に中心市街地や生活拠点などに集積するものとする。また、水害などに対する防災機

能の向上を図るため、災害リスクの低い土地への誘導又は計画的かつ適切な土地利用を図る。

工業・流通業務施設の新たな土地需要に対しては、高速道路インターチェンジや主要幹線道

路周辺の地域に誘導する。なお、誘導に当たっては、自然的土地利用への慎重な配慮の下で

計画的に行うものとし、市街化調整区域にあっては市街化区域への編入、非線引き都市計画

区域にあっては用途地域を定めることを基本とする。 

農業地域のうち、農用地区域については原則としてその保全を図り、農用地区域以外の農

地については農用地区域への編入を推進するとともに、その保全を図る。また、農地中間管

理事業の活用などにより、担い手を確保し農地の集積・集約化などを推進し、地域の特徴を

生かした生産振興を進めて、荒廃農地の解消と発生防止に努める。三富地域では、落ち葉堆

肥農法を用いた農業を継続するため、原則として都市的土地利用への転換は行わないものと

する。 

森林地域のうち、森林が集中する西部の中山間地域については、ＩＣＴの活用による林業

従事者の確保や施業の集約化、経営の効率化などにより林業の継続を図るため、できる限り

その保全をしていく。また、三富地域における落ち葉堆肥農法の継続のための平地林につい

ては、原則として都市的土地利用への転換は行わないものとする。その他の地域については、

自然的土地利用への慎重な配慮の下で都市的土地利用への転換を認めるものとする。 

自然公園地域及び自然保全地域については、指定の趣旨を鑑み、その保全を図る。 



（３）県北ゾーン 

県北ゾーンは、東京都心から概ね 60km以遠にあり、潤いのある豊かな自然環境や歴史・伝

統などの地域資源を生かした地域活力の向上が期待されている地域である。 

その一方で、荒廃農地が占める割合が相対的に高い地域もあり、その対策が課題となって

いる。 

ア 北部地域（熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町） 

都市地域のうち、住宅や都市機能増進施設については、人口及び世帯数の減少を踏まえ

て、基本的に中心市街地や生活拠点などに集積するものとする。工業・流通業務施設の新

たな土地需要に対しては、高速道路インターチェンジや主要幹線道路周辺の地域に誘導す

る。なお、誘導に当たっては、自然的土地利用への慎重な配慮の下で計画的に行うものと

し、市街化調整区域にあっては市街化区域への編入、非線引き都市計画区域にあっては用

途地域を定めることを基本とする。 

農業地域については、利根川と荒川に挟まれた平坦で肥沃な土壌を生かした農業や中山

間地域の特性を生かした農林産物の生産が進められているため、農用地区域については原

則としてその保全を図り、農用地区域以外の農地については農用地区域への編入を推進す

るとともに、その保全を図る。また、農地中間管理事業の活用などにより、担い手を確保

するとともに、農地の集積・集約化などを推進し、地域の特徴を生かした生産振興を進め

て、荒廃農地の解消と発生防止に努める。 

森林地域のうち、森林が集中する北西部の中山間地域については、ＩＣＴの活用による

林業従事者の確保や施業の集約化、経営の効率化などにより林業の継続を図るため、でき

る限りその保全をしていく。その他の地域については、自然的土地利用への慎重な配慮の

下で都市的土地利用への転換を認めるものとする。 

自然公園地域及び自然保全地域については、指定の趣旨を鑑み、その保全を図る。 

イ 秩父地域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町） 

都市地域のうち、住宅や都市機能増進施設については、人口及び世帯数の減少を踏まえ

て、基本的に中心市街地や生活拠点などに集積するものとする。また、大雪や土砂災害な

どに対する防災機能の向上を図る。工業・流通業務施設の新たな土地需要に対しては、主

要幹線道路周辺の地域に誘導する。なお、誘導に当たっては、自然的土地利用への慎重な

配慮の下で計画的に行うものとし、用途地域を定めることを基本とする。 

農業地域については、観光スポットと合わせた農業振興や、中山間地域の特性を生かし

た果樹などの観光農業が行われているため、農用地区域については原則としてその保全を

図り、農用地区域以外の農地については農用地区域への編入を推進するとともに、その保

全を図る。 

森林地域のうち、奥地森林については、針広混交林化や広葉樹林化を目指した公的整備

を推進し、水源涵
かん

養などの公益的機能の発揮を図るため、その保全をしていく。中山間地

域の森林については、ＩＣＴの活用による林業従事者の確保や施業の集約化、経営の効率



化などにより林業の継続を図るため、できる限りその保全をしていく。 

自然公園地域及び自然保全地域については、指定の趣旨を鑑み、その保全を図る。 

第２ 五地域区分が重複している地域の土地利用調整方針 

１ 「第１ 土地利用の基本方向」を踏まえた調整方針 

人口減少社会において、土地の管理を適切に行わない場合、未利用地や空き家の増加、荒廃

農地増加や治山・治水上の問題などの発生が懸念される。また、災害の激甚化・頻発化などに

より災害リスクの低い土地への誘導や生物多様性の保全にも配慮した土地利用が重要となって

いる。 

そこで、優先的に維持したい土地を明確化するため、土地利用転換に当たっての影響が大き

く不可逆性が高い、都市的土地利用に関しての調整方針を下記に示す。 

（１）住宅及び都市機能増進施設の立地誘導 

住宅及び都市機能増進施設の立地に当たっては、都市再生特別措置法（平成 14 年法律第

22号）に基づく立地適正化計画を作成している市町村については、居住誘導区域又は都市機

能誘導区域内に誘導するものとする。また、立地適正化計画を作成していない市町村におい

ても、立地適正化計画の考え方を踏まえ、市街化区域及び非線引き都市計画区域において用

途地域が定められている区域に誘導するものとする。 

なお、原則として都市地域以外の地域を縮小する土地利用転換は行わないよう調整する。 

また、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンには、立地誘導しないこととし、浸

水想定区域などの災害イエローゾーンには、立地誘導しないことを基本としつつ、災害リス

クに応じた対策を講ずる場合には立地できるものとする。 

（２）工業・流通業務施設の立地誘導 

工業・流通業務施設の立地に当たっては、区域区分が定められた都市計画区域での立地を

検討する場合、市街化区域内の既存産業用地の有効活用を検討する。これが難しく市街化調

整区域に立地を誘導する場合は、市街化区域に隣接する地域又は高速道路インターチェンジ

や主要幹線道路周辺の地域とし、市街化区域への編入を基本とする。また、原則として、農

用地区域である農業地域、保安林である森林地域、自然公園地域及び自然保全地域を縮小す

る土地利用転換は行わないよう調整する。 

非線引き都市計画区域での立地を検討する場合は、用途地域が定められている区域内の既

存産業用地の有効活用を検討する。これが難しく用途地域が定められていない区域に立地を

誘導する場合は、高速道路インターチェンジや主要幹線道路周辺の地域とし、用途地域を定

めることを基本とする。また、原則として、農用地区域である農業地域、保安林である森林

地域、自然公園地域及び自然保全地域を縮小する土地利用転換は行わないよう調整する。 

２ 重複地域別調整方針 

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうち、二つの地域が重複

している地域においては次に掲げる調整方針に即して、三つ以上の地域が重複している地域に

おいては次に掲げる調整方針におけるそれぞれの関係から見た優先順位などを考慮して、土地



利用調整を図るものとする。 

なお、それぞれの地域の区分変更により、新たに二つ以上の地域が重複することとなる場合

においては、次に掲げる調整方針を準用する。 

（１）都市地域と農業地域が重複している地域 

ア 市街化調整区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められていない区域であ

る都市地域と農用地区域である農業地域が重複している場合 

農用地として利用し、原則として農業地域の縮小や都市的土地利用は行わないものとす

る。 

イ 市街化調整区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められていない区域であ

る都市地域と農用地区域以外の農業地域が重複している場合 

土地利用の現況に留意して、周辺の農地など農業上の利用との調整を図りながら、農業

地域の縮小や都市的土地利用を認めるものとする。 

（２）都市地域と森林地域が重複している地域 

ア 都市地域と保安林である森林地域が重複している場合 

保安林として利用し、原則として森林地域の縮小や都市的土地利用は行わないものとす

る。 

イ 都市地域と保安林以外の森林地域が重複している場合 

森林としての利用を優先し、できる限り森林地域の縮小や都市的土地利用は行わないも

のとする。 

（３）都市地域と自然公園地域が重複している地域 

ア 都市地域と特別保護地区又は特別地域である自然公園地域が重複している場合 

自然公園として保護及び利用し、原則として自然公園地域の縮小や都市的土地利用は行

わないものとする。    

イ 都市地域と普通地域である自然公園地域が重複している場合 

自然公園としての保護及び利用を優先し、できる限り自然公園地域の縮小や都市的土地

利用は行わないものとする。 

（４）都市地域と自然保全地域が重複している地域 

ア 都市地域と特別地区である自然保全地域が重複している場合 

自然環境として保全し、自然保全地域の縮小や都市的土地利用は行わないものとする。 

イ 都市地域と普通地区である自然保全地域が重複している場合 

自然環境としての保全を優先し、原則として自然保全地域の縮小や都市的土地利用は行

わないものとする。 

（５）農業地域と森林地域が重複している地域 

ア 農業地域と保安林である森林地域が重複している場合 

保安林として利用し、原則として森林地域の縮小や農業上の利用は行わないものとする。 

イ 農用地区域である農業地域と保安林以外の森林地域が重複している場合 



農用地としての利用を優先するが、農業上の利用との調整を図りながら、森林としての

利用を認めるものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林以外の森林地域が重複している場合 

森林としての利用を優先するが、周辺の森林地域との調整を図りながら、農業上の利用

を認めるものとする。 

（６）農業地域と自然公園地域が重複している地域 

ア 農業地域と特別保護地区又は特別地域である自然公園地域が重複している場合 

自然公園として保護及び利用し、原則として農業上の利用は行わないものとする。 

イ 農用地区域である農業地域と普通地域である自然公園地域が重複している場合 

農用地としての利用を優先するものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と普通地域である自然公園地域が重複している場合 

自然公園としての保護及び利用に配慮した上で、農業上の利用を認めるものとする。 

（７）農業地域と自然保全地域が重複している地域 

ア 農業地域と特別地区である自然保全地域が重複している場合 

自然環境として保全し、原則として農業上の利用は行わないものとする。 

イ 農用地区域である農業地域と普通地区である自然保全地域が重複している場合 

自然環境に配慮した上で、農用地としての利用を認めるものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と普通地区である自然保全地域が重複している場合 

自然環境として保全し、原則として農業上の利用は行わないものとする。 

（８）森林地域と自然公園地域が重複している地域 

両地域が両立するように調整を図るものとする。 

（９）森林地域と自然保全地域が重複している地域 

両地域が両立するように調整を図るものとする。 

第３ 土地利用基本計画の管理 

１ 土地利用基本計画の推進体制 

（１）庁内の推進体制 

土地利用基本計画は、土地利用行政に関するマスタープラン機能や個別規制法の計画・規

制に係る総合調整機能を有しており、個別規制法はこの土地利用基本計画に即してそれぞれ

の土地利用規制を運用することが求められている。 

このため、庁内の土地利用に関連する課で構成する「埼玉県土地利用計画調整会議」等に

おいて、大規模開発や広域的な土地利用に係る計画策定時の調整・協議とともに情報共有を

図り、県内で生じている土地利用上の課題について検討するなど、土地利用基本計画が有す

る総合調整機能を有効に発揮させ、実効性を高めていく。 

（２）市町村との連携・調整 

地方分権の進展とともにまちづくりにおける市町村の役割が大きくなり、土地利用規制に

関する権限の市町村への移譲も進んでいる。 



このため、土地利用基本計画の策定に当たっては、個別規制法を所管する課を通じて市町

村の実情や課題の把握に努めるとともに、市町村の意見を聴いて本計画に反映させた。 

引き続き、市町村が土地利用基本計画に即して個別規制法を運用できるように、必要な情

報提供や意見交換など積極的に連携・調整を図っていく。 

（３）埼玉県国土利用計画審議会への意見聴取 

国土利用計画法第 38条の規定に基づき、埼玉県の区域における国土の利用に関する基本的

な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、埼玉県国土利用計画審議会（以

下「審議会」という。）を設置している。 

五地域区分の変更など土地利用転換を行う場合には、事前に審議会への意見聴取を行うな

ど、土地利用基本計画を適切に運用していくものとする。 

２ 土地利用基本計画の見直し 

土地利用基本計画の実効性を保つためには、社会経済状況に沿ったものであることが求めら

れる。 

土地利用基本計画は、国土利用計画を基本として策定され、一体として運用される計画であ

ることから、埼玉県国土利用計画を変更した場合、これに合わせて必要な見直しを行う。 

また、個別規制法及びそれに基づく計画と相互に矛盾なく一体性を保つ必要があることから、

個別規制法の改正や制度改正あるいは計画改定時にはそれらの内容を点検し、必要に応じて土

地利用基本計画の見直しを行う。 

 




